
�愛媛県告示第１４６４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、中島町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は中島町の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１４６５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、中島町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１４６６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

、医療機関を次のように指定した。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１４６７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

指定した医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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告 示

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

中島町大字長師１０１の２、１０２の８及び１４６７の１の
地先 ２，５４２．３７

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大字長師 中島町大字長師１０１の２、１０２の８及び１４
６７の１の地先公有水面埋立地 ２，５４２．３７

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

北伊予緩和ケア
クリニック 櫻 木 康 晴 伊予郡松前町神崎６９ 平成１５年

７月１日

医療法人
松多クリニック

医療法人
松多クリニック

東宇和郡宇和町稲生４９
８番地１・４７６番地８

平成１５年
５月１日

み ぶ 小 児 科 壬 生 真 人 今治市北宝来町三丁目
２－２１

平成１５年
６月１日

池 田 薬 局 池 田 泰 広 八幡浜市２５８－２ 平成１５年
６月１日

桜木歯科クリニ
ック 岡 修 司 新居浜市桜木町１５－１ 平成１５年

６月１日

井上整形外科ク
リニック

医療法人
共 生 会

川之江市金生町山田井
１２２３番地

平成１５年
６月１日

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
廃 止
年 月 日

松多クリニック 松 多 克 紀 東宇和郡宇和町稲生４９
８番地１・４７６番地８

平成１５年
５月１日

みぶ小児科医院 壬 生 敦 郎 今治市北宝来町三丁目
２－２１

平成１５年
６月１日

やくしじこども
クリニック 薬師寺 直 之 宇和島市泉町二丁目２

番１０号
平成１５年
５月１日

井上整形外科ク
リニック 井 上 由 文 川之江市金生町山田井

１２２３番地
平成１５年
６月１日

毎週（火・金）曜日発行 第１４７４号 平成１５年７月１５日

平成１５年７月１５日火曜日 第１４７４号

愛 媛 県 報

７７９
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�愛媛県告示第１４６８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した

。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４６９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定

した。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人 鷲峰会 越智郡上浦町大字井口３８６５
番地１

短期入所生活介護事業所
多々羅の里

越智郡上浦町大字井口３８６５
番地１ 平成１５年５月１日

大 西 克 幸 伊予郡砥部町大南４５７番地
１ 二光クリニック 伊予郡砥部町大南４５７番地

１ 平成１５年４月１５日

伊方町 西宇和郡伊方町湊浦１９９３番
地の１

伊方町ホームヘルプサービ
ス事業所

西宇和郡伊方町湊浦８６６番
地 平成１５年４月１日

伊方町 西宇和郡伊方町湊浦１９９３番
地の１ 伊方町訪問入浴介護事業所 西宇和郡伊方町湊浦８６６番

地 平成１５年４月１日

伊方町 西宇和郡伊方町湊浦１９９３番
地の１ 伊方町通所介護事業所 西宇和郡伊方町湊浦８７１番

地の２ 平成１５年４月１日

伊方町 西宇和郡伊方町湊浦１９９３番
地の１ 町見通所介護事業所 西宇和郡伊方町九町６番耕

地８４０番地の１４ 平成１５年５月１日

株式会社 コムスン 東京都港区六本木四丁目８
番５号

株式会社 コムスン 愛媛
福祉用具センター

東宇和郡宇和町卯之町２－
３０７ 平成１５年５月２９日

社会福祉法人
野村町社会福祉協会

東宇和郡野村町野村８号４６
７番地

短期入所生活介護事業所
しいのき園

東宇和郡野村町野村８号４６
７番地 平成１５年５月２３日

吉田興産有限会社 北宇和郡広見町芝４２番地３ 介護福祉サービス さくら 北宇和郡広見町芝４２番地３ 平成１５年４月２３日

株式会社 セカイフジ 今治市中日吉町一丁目５番
３４号 アズモアケアサービス 今治市上徳字徳久甲７１１番

地１ 平成１５年５月１日

社会福祉法人 聖カタリナ 北条市中西内２５０番地２ 指定短期入所生活介護
聖マルチンの家 北条市中西内２５０番地２ 平成１５年５月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人
宮窪町社会福祉協議会

越智郡宮窪町大字宮窪３５４４
番地の２

指定居宅介護支援事業所
みやくぼ

越智郡宮窪町大字宮窪３５４４
番地の２ 平成１４年４月１日

三島交通株式会社 伊予三島市朝日二丁目１－
１０ 三島介護サービス 伊予三島市朝日二丁目１－

１０ 平成１５年５月１９日

社会福祉法人 聖カタリナ 北条市中西内２５０番地２ 指定居宅介護支援事業所
聖マルチンの家 北条市中西内２５０番地２ 平成１５年５月１日

愛 媛 県 報平成１５年７月１５日 第１４７４号

７８０
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�愛媛県告示第１４７０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護

事業を次のように休止した旨の届け出があった。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４７１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護

事業を次のように廃止した旨の届け出があった。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４７２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅

介護支援事業を次のように廃止した旨の届け出があった。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４７３号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

休 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
休 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人
広田村社会福祉協議会 伊予郡広田村総津３８７番地 広田村ホームヘルプサービ

スセンター 伊予郡広田村総津３９８番地 平成１５年４月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

伊方町 西宇和郡伊方町湊浦１９９３番
地の１ 伊方町 西宇和郡伊方町湊浦８６６番

地 平成１５年４月１日

株式会社
アクティブスタイル

今治市中日吉町一丁目５番
３４号

アズモア今治ワールドハウ
ジングプラザ店

今治市上徳字徳久甲７１１－
１ 平成１５年５月１日

社会福祉法人
聖マルチンの家 北条市中西内２５０番地 指定短期入所生活介護事業

所 聖マルチンの家 北条市中西内２５０番地 平成１５年５月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

広田村 伊予郡広田村総津３９８番地 広田村在宅介護支援センタ
ー 伊予郡広田村総津３９８番地 平成１５年４月１日

社会福祉法人
聖マルチンの家 北条市中西内２５０番地 指定居宅介護支援事業所

聖マルチンの家 北条市中西内２５０番地 平成１５年５月１日

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢 体 不 自 由 脳神経外科 住 友 別 子 病 院 東 久 登 新居浜市王子町３－１ 平成
１５年７月１日

ぼうこう又は直腸機能障害 外 科 〃 花 岡 俊 仁 〃 〃

〃 〃 〃 佐 伯 英 行 〃 〃

愛 媛 県 報平成１５年７月１５日 第１４７４号

７８１
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�愛媛県告示第１４７４号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

心 臓 ・ じ ん 臓 機 能 障 害 内 科 新居浜協立病院 谷 井 実 新居浜市若水町１－７－４５ 〃

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 〃 植 田 大 樹 〃 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器機能障害 内 科 〃 中 濱 大 〃 〃

心臓・じん臓・呼吸器・小腸
機能障害 〃 〃 大 木 早 人 〃 〃

肢 体 不 自 由 〃 中 萩 診 療 所 加 藤 誠 二 新居浜市萩生岸ノ下１０６１ 〃

心臓・じん臓・呼吸器機能障
害 〃 市 立 大 洲 病 院 武 智 俊 治 大洲市西大洲字ヤスバ甲５７０ 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器・小腸機能障害 〃 松野町国民健康保

険中央診療所 松 本 健 吾 北宇和郡松野町大字延野 １々４０６－４ 〃

肢体不自由・呼吸器機能障害 〃 日吉村国民健康保
険診療所 大 塚 奈穂子 北宇和郡日吉村大字下鍵山２９９ 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器・小腸機能障害 〃 町 立 津 島 病 院 佐 藤 孝 夫 北宇和郡津島町大字高田丙１５ 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器・小腸・ぼうこう又は
直腸機能障害

外 科 医療法人綮愛会
石川病院 吉 田 素 平 川之江市上分町７３２－１ 〃

〃 内 科 〃 金 井 尚 子 〃 〃

肢 体 不 自 由 外 科 愛媛県立南宇和病
院 山 本 祐 司 南宇和郡城辺町甲２４３３－１ 〃

心臓・じん臓・呼吸器・小腸
機能障害 内 科

社会福祉法人
恩賜財団済生会
西 条 病 院

藤 堂 裕 彦 西条市朔日市字榎ヶ坪２６９－１ 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器・小腸・ぼうこう又は
直腸機能障害

〃 町 立 野 村 病 院 兒 玉 明 洋 東宇和郡野村町大字野村９－５３ 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器機能障害 〃 愛 媛 労 災 病 院 及 川 秀 新居浜市南小松原町１３－２７ 〃

呼 吸 器 機 能 障 害 呼吸器内科 〃 藤 田 次 郎 〃 〃

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 宇和島社会保険病
院 森 信 幹 彦 宇和島市賀古町２－１－３７ 〃

〃 外 科 今治セントラル病
院 亀 井 愛 典 今治市松本町２－６－６ 〃

肢体不自由・言語・心臓・じ
ん臓・呼吸器・ぼうこう又は
直腸機能障害

内 科 北伊予緩和ケアク
リニック 櫻 木 康 晴 伊予郡松前町神崎６９ 〃

聴覚・平衡・音声又は言語・
そしゃく機能障害 耳鼻咽喉科 愛媛大学医学部附

属病院 河 野 尚 温泉郡重信町大字志津川 〃

〃 〃 〃 松 本 宗 一 〃 〃

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

吉 田 正 医療法人弘仁会共立病院 東予市三津屋南９－１０ 財団法人積善会附属十全
総合病院 新居浜市北新町１－５ 平成１５年

６月１日

中 内 昌 仁 町 立 津 島 病 院 北宇和郡津島町高田丙１５ 国民健康保険久万町立病
院

上浮穴郡久万町大字久万
町６５ 〃

高 木 弥栄美 町 立 野 村 病 院 東宇和郡野村町大字野村
９－５３

瀬戸町国民健康保険瀬戸
診療所

西宇和郡瀬戸町三机乙２５
８７ 〃

愛 媛 県 報平成１５年７月１５日 第１４７４号

７８２
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�愛媛県告示第１４７５号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１９条の２第

１項の規定に基づき、次のとおり更生医療を担当させる医療

機関を指定した。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４７６号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４７７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

名 称 所 在 地
担当すべき医療
の種類

指 定
年 月 日

渡邊薬局保内店 西宇和郡保内町宮
内１－３４２－１

平成１５年
７月１日

たんぽぽ薬局宇和
島店

宇和島市丸之内２
丁目１－５

平成１５年
７月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

聴 覚 ・ 平 衡 機 能 障 害 耳鼻咽喉科 財団法人積善会附
属十全総合病院 貞 本 晶 子 新居浜市北新町１－５ 平成

１５年６月２日

肢体不自由・心臓・小腸機能
障害 内 科 松野町国民健康保

険中央診療所 土 居 建 次 北宇和郡松野町大字延野 １々４０６－４ 平成
１５年５月３１日

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器・小腸・ぼうこう又は
直腸機能障害

外 科 医療法人綮愛会
石 川 病 院 村 上 誠 川之江市上分町７３２－１ 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器機能障害 内 科 愛 媛 労 災 病 院 鈴 木 義 之 新居浜市南小松原町１３－２７ 平成

１５年６月６日

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

伊予鉄ターミナルビル 松山市湊町五丁目１
番地１

大規模小売店舗を設置する
者及び当該大規模小売店舗
において小売業を行う者の
代表者の氏名

株式会社
伊予鉄�島屋
代表取締役
石川富治郎

株式会社
伊予鉄�島屋
代表取締役
森本惇

平成１５年
５月２６日

平成１５年
６月１８日

ヴェスタ本町 松山市本町六丁目５
番１号 大規模小売店舗の名称 フジ本町店 ヴェスタ本町 平成１５年

６月１日
平成１５年
６月２３日

ヴェスタ松末 松山市松末一丁目４
番５号 大規模小売店舗の名称 フジ松末店 ヴェスタ松末 平成１５年

６月１日

大規模小売店舗を設置する
者の代表者の氏名 横田省三 二神一誠 平成１４年

１０月２３日

パルティ・フジ垣生 松山市西垣生町２０７
番２外

大規模小売店舗を設置する
者の名称及び住所並びに代
表者の氏名

名称
住銀リース株式会
社
住所
大阪市中央区南船
場三丁目１０番１９号
代表者
峯岡弘

名称
三井住友銀リース
株式会社
住所
東京都港区西新橋
三丁目９番４号
代表者
白賀洋平

平成１３年
９月１日

パルティ・フジ三津 松山市祓川二丁目１３
番１７号 大規模小売店舗の名称 フジ三津店 パルティ・フジ三

津
平成１５年
６月１日

愛 媛 県 報平成１５年７月１５日 第１４７４号

７８３
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�愛媛県告示第１４７９号
農業委員会交付金等交付規程（昭和３１年１２月愛媛県告示第

８３３号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行し、

平成１５年度分の補助金から適用する。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第２条第１項	の表農業委員会に要する経費の部農業経営
管理能力向上支援事業に要する経費の項を削り、同部中農地

情報管理システム整備事業に要する経費の項の次に次のよう

に加える。

農業委員会活動強化対策事業に

要する経費

当該経費の１０分の５

以内

第２条第３項第１号中「、農業経営管理能力向上支援事業

に要する経費」を削り、「農地情報管理システム整備事業に

要する経費」の下に「、農業委員会活動強化対策事業に要す

る経費」を加え、同項第２号中「、業務に要する経費のうち

農業経営管理能力向上支援事業費以外の経費及び業務に要す

る経費のうち農業経営管理能力向上支援事業費」を「及び業

務に要する経費」に改める。

様式第２号の�中５を削り、６を５とし、同様式７�ア及
び�ア中「電算入力延べ日数」を「電子入力延べ日数」に改

め、同様式７に次のように加え、同様式７を同様式６とする

。

	 台帳照合用出力データシステム

台帳照合用出力データシステムの開発 人月

様式第２号の�６の次に次のように加える。
７ 農業委員会活動強化対策事業

� 広域連携現地活動

ア 広域連携企画検討会

� 開催回数 回

� 主な内容

イ 現地活動

� 活動回数 回

� 活動内容

ウ 広域連携活動参加農業委員会名

� 対策活動

ア 活動回数 回

イ 活動内容

ウ 広域連携活動参加農業委員会名

様式第２号の�５に次のように加える。
� 広域連携指導の実施計画

様式第２号の�６を削り、同様式７�中「電算化状況等調
査計画」を「電子化状況等調査計画」に改め、同様式７	中

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１４７８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労政課並びに北条市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに北条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

パルティ・フジ北条 北条市辻町２２５番地
３ 大規模小売店舗の名称 フジ北条店 パルティ・フジ北

条
平成１５年
６月１日

平成１５年
６月２３日

愛 媛 県 報平成１５年７月１５日 第１４７４号

７８４



「電算化普及・活用指導」を「電子化普及・活用指導」に改

め、同様式７
中「農地基本台帳電算化普及指導員」を「農
地基本台帳電子化普及指導員」に改め、同様式７に次のよう

に加え、同様式７を同様式６とする。

 農地等情報活用促進システム利活用検討会の開催計

画

� 農地等情報の電子入力等の実施計画

様式第２号の�中６の次に次のように加え、８を削り、９
を８とし、１０を９とする。

７ 連携強化推進体制整備事業の遂行方針

連携強化推進協議会の開催計画

様式第３号の��の表区分の欄４中�を削り、�を�とし
、	を�とし、�の次に次のように加える。

	 農業委員会活動強化対策事業費

様式第３号の��の表区分の欄６中	を削り、
を	とし
、�を
とする。
様式第８号の�中４を削り、５を４とし、同様式６�ア及

び�ア中「電算入力延べ日数」を「電子入力延べ日数」に改
め、同様式６に次のように加え、同様式６を同様式５とする

。

	 台帳照合用出力データシステム

台帳照合用出力データシステムの開発 人月

様式第８号の�５の次に次のように加える。
６ 農業委員会活動強化対策事業

� 広域連携現地活動

ア 広域連携企画検討会

� 開催回数 回

� 主な内容

イ 現地活動

� 活動回数 回

� 活動内容

ウ 広域連携活動参加農業委員会名

� 対策活動

ア 活動回数 回

イ 活動内容

ウ 広域連携活動参加農業委員会名

様式第８号の�８の表業務費の部農業経営管理能力向上支
援事業費の項を削り、同部農地情報管理システム整備事業費

の項の次に次のように加える。

農業委員会活動

強化対策事業費

市 町 村 実 績 額 円

同上の２分の１の額 円

県費補助金交付額 円

様式第８号の�７に次のように加える。
� 広域連携指導（対象委員会数及び指導回数）

様式第８号の�８を削り、同様式９�中「電算化状況等調
査結果」を「電子化状況等調査結果」に改め、同様式９	中
「電算化普及・活用現地指導」を「電子化普及・活用現地指

導」に改め、同様式９
中「農地基本台帳電算化普及指導員
」を「農地基本台帳電子化普及指導員」に改め、同様式９に

次のように加え、同様式９を同様式８とする。

 農地等情報活用促進システム利活用検討会（開催日

、開催場所、参加人員及び主な検討内容）

� 農地等情報の電子入力延べ日数

様式第８号の�中８の次に次のように加え、１０を削り、１１
を１０とし、１２を１１とする。

９ 連携強化推進体制整備事業の実施内容

連携強化推進協議会（開催日、開催場所、参加人員及

び協議内容）

様式第９号の��の表４の項中�を削り、�を�とし、	
を�とし、�の次に次のように加える。

	 農業委員会活動強化対策事業費

様式第９号の��の表中

	 農業経営管理能力
向上支援事業費


 農地情報管理シス
テム整備事業費

経営指導推進員給与費
円

講師スタッフ謝金 円
その他 円
農地基本台帳電算化普
及指導員謝金 円
農地地図情報システム
濃密指導員謝金 円
その他 円

「

」

を

	 農地情報管理シス
テム整備事業費

農地基本台帳電子化普
及指導員謝金 円
農地地図情報システム
濃密指導員謝金 円
その他 円

「

」

に改め、同表区分の欄６�を同欄６
とする。

�������
�愛媛県告示第１４８０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、新居浜市旦之上土地改良区から次のとおり役員が就

任し、及び退任した旨の届出があった。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 徳 永 義太郎 新居浜市萩生１７１６番地

〃 曽我部 伊与一 新居浜市大生院１１１番地９

〃 加 藤 尚 武 新居浜市萩生１４０３番地２

〃 竹 林 義 孝 新居浜市萩生１８２１番地１

〃 妻 鳥 正 新居浜市萩生１７７２番地３

〃 松 木 保 新居浜市萩生１９１４番地

〃 井 上 昭 司 新居浜市萩生１９７６番地８

〃 谷 口 巧 新居浜市萩生１３８０番地２

〃 藤 田 弘 見 新居浜市萩生１３０８番地

〃 藤 田 憲 明 新居浜市萩生１４４９番地

〃 山 内 賀 好 新居浜市大生院９１番地

〃 曽我部 輝 寛 新居浜市大生院１３４番地

〃 寺 田 福 光 新居浜市大生院１００２番地１

〃 谷 口 和 夫 新居浜市萩生１３１７番地

監 事 小 野 英 雄 新居浜市萩生１６９４番地

愛 媛 県 報平成１５年７月１５日 第１４７４号

７８５



退 任
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�愛媛県告示第１４８１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、東予市三津屋土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１４８２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、土居町北野土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１４８３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、土居町小林土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

〃 森 賀 昇 新居浜市萩生１４４４番地

〃 高 橋 光 雄 新居浜市大生院９９番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 徳 永 義太郎 新居浜市萩生１７１６番地

〃 曽我部 伊与一 新居浜市大生院１１９番地１

〃 守 谷 豊 新居浜市萩生１５５５番地

〃 妻 鳥 正 新居浜市萩生１７７２番地３

〃 小 野 英 雄 新居浜市萩生１６９４番地

〃 越 智 勉 新居浜市萩生１９７４番地

〃 齊 � 守 司 新居浜市萩生１９８９番地

〃 野々下 忠 敏 新居浜市萩生１４５０番地２

〃 飯 尾 利 昌 新居浜市萩生２０９３番地２

〃 寺 田 福 光 新居浜市大生院１００２番地１

〃 小 野 昭 人 新居浜市大生院１４４番地

〃 曽我部 重 春 新居浜市大生院６４番地２２

〃 谷 口 宰 平 新居浜市萩生２０７２番地１

監 事 越 野 幸 男 新居浜市大生院１８８番地

〃 森 賀 昇 新居浜市萩生１４４４番地

〃 越 智 甚三郎 新居浜市萩生１６７５番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 一 色 和 成 東予市三津屋３７０番地

監 事 頼 木 勇 二 東予市周布３６７番地の２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 石 原 恒 治 東予市三津屋南１４番地３３

監 事 一 色 忠 司 東予市三津屋南１３番地６

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 尾 � 良 雄 宇摩郡土居町大字北野１１６３番地

〃 真 鍋 吉 光 宇摩郡土居町大字北野２９４０番地

〃 真 鍋 輝 夫 宇摩郡土居町大字北野６１８番地

〃 高 橋 毅 宇摩郡土居町大字北野６１番地

〃 松 木 仁 宇摩郡土居町大字北野２４９３番地２

〃 石 水 正 一 宇摩郡土居町大字北野１３６３番地

〃 鈴 木 博 美 宇摩郡土居町大字北野２２４０番地

監 事 尾 崎 正次郎 宇摩郡土居町大字北野５９９番地１

〃 合 田 功 一 宇摩郡土居町大字北野２０５１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 尾 � 良 雄 宇摩郡土居町大字北野１１６３番地

〃 真 鍋 吉 光 宇摩郡土居町大字北野２９４０番地

〃 真 鍋 輝 夫 宇摩郡土居町大字北野６１８番地

〃 高 橋 毅 宇摩郡土居町大字北野６１番地

〃 松 木 仁 宇摩郡土居町大字北野２４９３番地２

〃 石 水 正 一 宇摩郡土居町大字北野１３６３番地

〃 真 鍋 泰 民 宇摩郡土居町大字北野１６２５番地

〃 鈴 木 博 美 宇摩郡土居町大字北野２２４０番地

監 事 尾 崎 正次郎 宇摩郡土居町大字北野５９９番地１

〃 合 田 功 一 宇摩郡土居町大字北野２０５１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高 橋 弘 二 宇摩郡土居町大字小林１２１４番地

〃 越 智 勲 宇摩郡土居町大字小林６９１番地

〃 近 藤 丈 夫 宇摩郡土居町大字小林４８９番地１

〃 渡 辺 英太郎 宇摩郡土居町大字小林１３８番地

〃 高 橋 輝 子 宇摩郡土居町大字小林５番地

〃 星 川 幹 雄 宇摩郡土居町大字小林１５３７番地

〃 河 村 信 一 宇摩郡土居町大字小林８１８番地１

〃 高 橋 久 宇摩郡土居町大字小林７４４番地

〃 村 上 朋 穂 宇摩郡土居町大字小林１１０５番地

〃 松 本 光 雄 宇摩郡土居町大字中村１７９４番地

〃 河 村 治 政 宇摩郡土居町大字小林１６４８番地

監 事 星 川 卓 三 宇摩郡土居町大字小林７３６番地

〃 高 橋 進 宇摩郡土居町大字小林３０４番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 中 川 幸 夫 宇摩郡土居町大字小林１６４２番地

〃 高 橋 弘 二 宇摩郡土居町大字小林１２１４番地

〃 西 山 実千代 宇摩郡土居町大字小林７９０番地

〃 渡 辺 正 司 宇摩郡土居町大字小林３０３番地

愛 媛 県 報平成１５年７月１５日 第１４７４号
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�愛媛県告示第１４８４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、土居町上野土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１４８５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、土居町長津干拓土地改良区から次のとおり役員が就

任し、及び退任した旨の届出があった。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１４８６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、周桑郡小松町第二土地改良区から次のとおり役員が

就任し、及び退任した旨の届出があった。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

〃 豊 田 伊三男 宇摩郡土居町大字小林５０９番地

〃 石 田 哲 夫 宇摩郡土居町大字小林１９３９番地

〃 近 藤 守 宇摩郡土居町大字小林１８５６番地

〃 加 地 公 雄 宇摩郡土居町大字小林６５０番地

〃 石 田 恒 吉 宇摩郡土居町大字小林１６７８番地

〃 高 橋 義 助 宇摩郡土居町大字小林７２６番地

〃 村 上 清 宇摩郡土居町大字小林１１０５番地

監 事 河 村 保 宇摩郡土居町大字小林１８８５番地

〃 渡 辺 繁 宇摩郡土居町大字小林３０２番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 宮 本 憲 三 宇摩郡土居町大字上野２５１８番地

〃 井 上 瀧 雄 宇摩郡土居町大字上野３３１９番地

〃 井 上 多四郎 宇摩郡土居町大字上野９３８番地

〃 森 悦 三 宇摩郡土居町大字上野８６７番地

〃 真 鍋 敏 男 宇摩郡土居町大字上野１３０５番地

〃 信 藤 秀 夫 宇摩郡土居町大字上野２６２４番地

〃 曽我部 義 正 宇摩郡土居町大字上野１５１１番地の１

〃 尾 崎 清 隆 宇摩郡土居町大字上野１６７４番地

〃 真 鍋 寿 男 宇摩郡土居町大字上野２１番地

〃 田 坂 敬 三 宇摩郡土居町大字上野３１９１番地の３

監 事 亀 井 守 宇摩郡土居町大字上野２６２５番地

〃 真 鍋 久 繁 宇摩郡土居町大字上野３６９８番地

〃 松 本 久 宇摩郡土居町大字上野１８４番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 尾 崎 清 隆 宇摩郡土居町大字上野１６７４番地

〃 真 鍋 孝 宇摩郡土居町大字上野２２３番地

〃 宮 本 憲 三 宇摩郡土居町大字上野２５１８番地

〃 井 上 瀧 雄 宇摩郡土居町大字上野３３１９番地

〃 井 上 哲 夫 宇摩郡土居町大字上野３４２２番地

〃 尾 崎 和 夫 宇摩郡土居町大字上野１５８２番地

〃 井 上 多四郎 宇摩郡土居町大字上野９３８番地

〃 森 悦 三 宇摩郡土居町大字上野８６７番地

〃 真 鍋 敏 男 宇摩郡土居町大字上野１３０５番地

〃 信 藤 秀 夫 宇摩郡土居町大字上野２６２４番地

監 事 亀 井 守 宇摩郡土居町大字上野２６２５番地

〃 真 鍋 久 繁 宇摩郡土居町大字上野３６９８番地

〃 松 本 久 宇摩郡土居町大字上野１８４番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高 橋 正 行 宇摩郡土居町大字野田乙２７番地

〃 谷 比呂司 川之江市川之江町２７５１番地１０

〃 鈴 木 伸太郎 宇摩郡土居町大字中村８５９番地

〃 岡 丈 平 宇摩郡土居町大字中村１２００番地

〃 梶 本 喜 男 宇摩郡土居町大字藤原４番耕地２７５
番地

〃 鈴 木 政 信 伊予三島市豊岡町８８番地

〃 近 藤 守 宇摩郡土居町大字小林１８５６番地

〃 加 地 宏 輔 伊予三島市中曽根町２６１２番地２

〃 鈴 木 シズ子 宇摩郡土居町大字中村５４５番地

〃 鈴 木 文 幸 宇摩郡土居町大字中村８５３番地

監 事 安 藤 祐 光 宇摩郡土居町大字中村１００８番地

〃 山 上 岩 夫 宇摩郡土居町大字中村１８６９番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高 橋 正 行 宇摩郡土居町大字野田乙２７番地

〃 谷 比呂司 川之江市川之江町２７５１番地１０

〃 渡 辺 安 宇摩郡土居町大字中村１０７１番地

〃 鈴 木 秀 雄 宇摩郡土居町大字中村６１５番地

〃 鈴 木 一 義 宇摩郡土居町大字中村５４４番地

〃 三 木 桂太郎 宇摩郡土居町大字藤原４番耕地３２０
番地

〃 河 村 康 正 宇摩郡土居町大字中村１１９３番地

〃 高 橋 久 宇摩郡土居町大字小林７４４番地

〃 進 藤 盛 近 伊予三島市豊岡町１０１番地

〃 加 地 実 伊予三島市中曽根町２６０５番地２

監 事 安 藤 亮 一 宇摩郡土居町大字中村１８５７番地

〃 鈴 木 伸太郎 宇摩郡土居町大字中村８５９番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 佐 伯 一 周桑郡小松町大字新屋敷甲２６３３番地

〃 黒 河 淳 志 西条市氷見丙１２５１番地の２

愛 媛 県 報平成１５年７月１５日 第１４７４号
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�愛媛県告示第１４８７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市堀江町土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１４８８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、伊予郡砥部町土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 橋 蘭 平 新居浜市高田一丁目２番６２号

〃 宇 田 久 男 周桑郡小松町大字新屋敷甲３０８２番地
２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 下 長 生 松山市堀江町甲１７９９番地

〃 山 本 恵 松山市堀江町甲４９６番地２

〃 畠 下 久 子 松山市堀江町甲１４７６番地３

〃 加 藤 史 郎 松山市堀江町甲１４１５番地１

〃 太 田 衛 松山市堀江町甲１５５４番地７

〃 高須賀 一 喜 松山市堀江町甲１６７５番地

〃 新 出 務 松山市堀江町甲１６６０番地

〃 玉 井 一 清 松山市堀江町甲１７６９番地４

〃 芳 本 幸 安 松山市堀江町甲１７８６番地１

〃 芳 野 豊 志 松山市堀江町甲２０３６番地

監 事 西 村 脩 松山市堀江町甲１４８０番地

〃 松 下 浩 史 松山市堀江町甲１６０３番地

〃 河 野 明 夫 松山市堀江町甲８７７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 下 長 生 松山市堀江町甲１７９９番地

〃 山 本 恵 松山市堀江町甲４９６番地２

〃 太 田 衛 松山市堀江町甲１５５４番地７

〃 玉 井 一 清 松山市堀江町甲１７６９番地４

〃 川 端 昌 昭 松山市堀江町甲１５１３番地

〃 木 田 修 松山市堀江町甲１４３８番地４

〃 新 出 務 松山市堀江町甲１６６０番地

〃 芳 本 幸 安 松山市堀江町甲１７８６番地１

〃 芳 野 豊 志 松山市堀江町甲２０３６番地

〃 高須賀 一 喜 松山市堀江町甲１６７５番地

監 事 高 橋 敏 文 松山市堀江町甲１４３０番地３

〃 松 下 浩 史 松山市堀江町甲１６０３番地

〃 河 野 明 夫 松山市堀江町甲８７７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 武 智 正 照 伊予郡砥部町大南１５７２番地

〃 大 内 晧 伊予郡砥部町大南１８１８番地

〃 八 束 巌 伊予郡砥部町大南８３６番地

〃 青 木 正 男 伊予郡砥部町大南５６番地

〃 中 村 昭 三 伊予郡砥部町岩谷口４６７番地

〃 平 岡 敬 司 伊予郡砥部町岩谷１０７番地

〃 入 江 長 親 伊予郡砥部町大平１４８番地

〃 門 田 尚 士 伊予郡砥部町万年５７５番地

〃 前 田 義 夫 伊予郡砥部町外山８４番地

〃 中 岡 勝 彌 伊予郡砥部町外山３００番地

〃 戸 澤 成 清 伊予郡砥部町北川毛４２８番地

〃 松 � 稔 伊予郡砥部町七折１３２番地１

〃 永 田 公 也 伊予郡砥部町千足１２６番地

〃 三 谷 修 作 伊予郡砥部町宮内５７５番地１

〃 大 江 宏 伊予郡砥部町原町２０９番地

〃 小笠原 智 久 伊予郡砥部町高尾田１０６７番地

〃 玉 井 章 悟 伊予郡砥部町麻生２０番地

〃 沼 田 滋 伊予郡砥部町重光３７８番地

〃 武 智 重 一 伊予郡砥部町八倉３０２番地

〃 松 � 昭 夫 伊予郡砥部町拾町１９１番地

〃 小 西 浩 二 伊予郡砥部町大南４２８番地

〃 泉 年 夫 伊予郡砥部町宮内１０８番地

監 事 井 上 巧 伊予郡砥部町五本松３６７番地

〃 稲 田 泰 教 伊予郡砥部町川井１６２３番地

〃 二 宮 敬 介 伊予郡砥部町拾町１９０番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 平 岡 英 夫 伊予郡砥部町大南２３５２番地

〃 大 内 晧 伊予郡砥部町大南１８１８番地

〃 八 束 巌 伊予郡砥部町大南８３６番地

〃 中 田 勝 見 伊予郡砥部町大南２４３番地３

〃 中 村 昭 三 伊予郡砥部町岩谷口４６７番地

〃 佐 川 勇 伊予郡砥部町大平２９５番地

〃 杉 本 秀 雄 伊予郡砥部町万年５９３番地

〃 中 野 清 收 伊予郡砥部町外山３４３番地

〃 中 岡 勝 彌 伊予郡砥部町外山３００番地

〃 井 上 巧 伊予郡砥部町五本松３６７番地

〃 戸 澤 成 清 伊予郡砥部町北川毛４２８番地

〃 松 � 稔 伊予郡砥部町七折１３２番地１

〃 中 村 彌 伊予郡砥部町川井９０８番地

〃 高 市 守 正 伊予郡砥部町宮内５８８番地

〃 中 野 毅 伊予郡砥部町原町１５２番地

〃 白 形 公 秋 伊予郡砥部町三角６１番地

〃 山 下 仁 司 伊予郡砥部町拾町２８１番地３

〃 河 原 豊 伊予郡砥部町重光２２０番地

〃 重 松 一 利 伊予郡砥部町八倉２４８番地１

〃 入 江 長 親 伊予郡砥部町大平１４８番地

〃 松 村 保 伊予郡砥部町川井１２０１番地

〃 大 江 啓 三 伊予郡砥部町原町１１１番地

監 事 金 子 修 三 伊予郡砥部町岩谷１７０番地

愛 媛 県 報平成１５年７月１５日 第１４７４号
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�愛媛県告示第１４８９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、明浜町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及

び退任した旨の届出があった。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任
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�愛媛県告示第１４９０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、宇和海地区土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

〃 永 田 公 也 伊予郡砥部町千足１２６番地

〃 門 田 厚 伊予郡砥部町高尾田１０５７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 酒 井 正 直 東宇和郡明浜町大字俵津１番耕地２８
９番地

〃 佐 藤 盛 義 東宇和郡明浜町大字俵津２番耕地４８
１番地

〃 三 浦 要 作 東宇和郡明浜町大字俵津２番耕地５５
２番地

〃 酒 井 宇之吉 東宇和郡明浜町大字俵津３番耕地６２
番地

〃 上 甲 榮 洋 東宇和郡明浜町大字俵津３番耕地３８
番地

〃 佐 藤 勇 東宇和郡明浜町大字俵津４番耕地３４
２番地１

〃 崎 本 芳 和 東宇和郡明浜町大字渡江２２６番地

〃 佐 藤 正 巳 東宇和郡明浜町大字狩浜２番耕地４５
番地

〃 宇都宮 八 郎 東宇和郡明浜町大字狩浜２番耕地１６
番地

〃 亀 井 秀 男 東宇和郡明浜町大字狩浜３番耕地１９
５番地１

〃 宇都宮 誠 東宇和郡明浜町大字高山甲１４５３番地

〃 増 田 崇 泰 東宇和郡明浜町大字高山甲１４８８番地

〃 桐 山 壽 男 東宇和郡明浜町大字高山甲３５６０番地

〃 松 島 義 幸 東宇和郡明浜町大字宮野浦甲１４７５番
地第４

〃 岩 井 三 郎 東宇和郡明浜町大字宮野浦甲３３４番
地

〃 平 野 武 男 東宇和郡明浜町大字田之浜甲５１６番
地

〃 中 山 源 綱 東宇和郡明浜町大字田之浜甲７８６番
地

監 事 坂 本 甚 松 東宇和郡明浜町大字俵津１番耕地４４
８番地

〃 西 村 助 廣 東宇和郡明浜町大字渡江９１４番地第
１

〃 魚 田 庄次郎 東宇和郡明浜町大字宮野浦甲１０４６番
地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 酒 井 正 直 東宇和郡明浜町大字俵津１番耕地２８
９番地

〃 佐 藤 盛 義 東宇和郡明浜町大字俵津２番耕地４８
１番地

〃 三 浦 要 作 東宇和郡明浜町大字俵津２番耕地５５
２番地

〃 酒 井 宇之吉 東宇和郡明浜町大字俵津３番耕地６２
番地

〃 上 甲 榮 洋 東宇和郡明浜町大字俵津３番耕地３８
番地

〃 宇都宮 重 郎 東宇和郡明浜町大字俵津５番耕地６７
番地

〃 酒 井 健 治 東宇和郡明浜町大字渡江９３８番地第
２

〃 佐 藤 正 巳 東宇和郡明浜町大字狩浜２番耕地４５
番地

〃 宇都宮 八 郎 東宇和郡明浜町大字狩浜２番耕地１３
２４番地

〃 片 山 嘉 伸 東宇和郡明浜町大字狩浜３番耕地１３
３番地

〃 宇都宮 誠 東宇和郡明浜町大字高山甲１４５３番地

〃 増 田 崇 泰 東宇和郡明浜町大字高山甲１４８８番地

〃 桐 山 壽 男 東宇和郡明浜町大字高山甲３５６０番地

〃 松 島 義 幸 東宇和郡明浜町大字宮野浦甲１４７５番
地第４

〃 岩 井 三 郎 東宇和郡明浜町大字宮野浦甲３３４番
地

〃 平 野 武 男 東宇和郡明浜町大字田之浜甲５１６番
地

〃 中 山 源 綱 東宇和郡明浜町大字田之浜甲７８６番
地

監 事 坂 本 甚 松 東宇和郡明浜町大字俵津１番耕地４４
８番地

〃 西 村 助 廣 東宇和郡明浜町大字渡江９１４番地第
１

〃 有 田 勇 東宇和郡明浜町大字田之浜甲７６４番
地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 石 崎 九 宇和島市下波１３５１番地２

〃 山 下 良 征 宇和島市遊子１０３９番地

〃 川 本 鹿 次 宇和島市下波５４０４番地

〃 二 宮 初 宇和島市下波４４４２番地

〃 増 田 芳 郎 宇和島市伊吹町１３５２番地２

〃 石 川 秀 樹 宇和島市下波３７３４番地

〃 山 口 栄一郎 宇和島市下波２５１２番地

〃 浜 田 義比古 宇和島市下波２２９８番地

〃 石 崎 豊 宇和島市下波１３３６番地

〃 福 本 義 和 宇和島市下波９１４番地

〃 石 城 孝 弘 宇和島市遊子５３９４番地

〃 石城戸 豊 治 宇和島市遊子４４８８番地

〃 山 下 兼 冶 宇和島市遊子３８０１番地

〃 梶 田 司 郎 宇和島市遊子３６０１番地

〃 米 沢 音 博 宇和島市遊子２９４９番地

〃 川 越 宇佐夫 宇和島市遊子２０５６番地

〃 吉 見 昭 宇和島市遊子４１７７番地

監 事 石 崎 吉 勝 宇和島市下波１２４９番地

〃 谷 本 力 光 宇和島市遊子４２７８番地

愛 媛 県 報平成１５年７月１５日 第１４７４号
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�愛媛県告示第１４９１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、今治市土地改良区から次のとおり役員が退任した旨

の届出があった。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

退 任
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�愛媛県告示第１４９２号
新居浜市新須賀土地改良区から認可申請のあった土地改良

事業（維持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、

土地改良区（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において

準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書

類を縦覧に供する。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新居浜市新須賀土地改良区土地改良事業（維持管理）

計画書の写し

� 新居浜市新須賀土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１５年７月１６日から８月１３日まで

３ 縦覧場所

新居浜市役所

�愛媛県告示第１４９３号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第

２項の規定による届出を審査した結果、次の加入区について

、同法第１１２条第１項の規定による同意があったと認めたの

で、同法第１１２条の２第３項及び漁船損害等補償法施行規則

（昭和２７年農林省令第１８号）第２６条の３の規定により告示す

る。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

吉井加入区

（西条地方局管内）

高浜加入区

（松山地方局）
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�愛媛県告示第１４９４号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第

１項第１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等

補償法に基づく付保義務の発生（平成１１年７月愛媛県告示第

１０６９号）による保険に付すべき義務は、平成１５年７月１４日限

り消滅したので、同条第２項及び漁船損害等補償法施行規則

（昭和２７年農林省令第１８号）第２６条の３の規定により告示す

る。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

吉井加入区

（西条地方局管内）

高浜加入区

（松山地方局管内）
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�愛媛県告示第１４９５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定

に基づき、次のように都市計画を変更したいので、同条第２

項において準用する同法第１７条第１項の規定により、その都

市計画の変更の案を愛媛県庁及び川之江市役所において告示

の日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

川之江都市計画公園５・５・１城山公園

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 川之江市川之江町城山、城山峠、井地

山大峠、井地山及び八反田の各一部
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�愛媛県告示第１４９６号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 石 崎 九 宇和島市下波１３５１番地２

〃 山 下 良 征 宇和島市遊子１０３９番地

〃 浅 井 俊 夫 宇和島市下波５３９５番地

〃 浅 井 和 博 宇和島市下波４７５０番地

〃 志 波 泰 映 宇和島市下波３７８１番地

〃 水 野 兼 雄 宇和島市下波３１２６番地

〃 橋 村 和 義 宇和島市下波２９４２番地

〃 中 村 八十幸 宇和島市下波２６０８番地

〃 河 野 邦 博 宇和島市下波１２３３番地

〃 福 本 義 和 宇和島市下波９１４番地

〃 松 岡 真喜男 宇和島市遊子５２１１番地

〃 寿 崎 宇太男 宇和島市遊子４６５１番地

〃 島 田 喜代重 宇和島市遊子４３８４番地

〃 源 本 鶴 男 宇和島市遊子３５１３番地

〃 山 内 正 宇和島市遊子２９５４番地

〃 真 田 篤 志 宇和島市遊子２１９２番地

〃 吉 見 昭 宇和島市遊子４１７７番地

監 事 浅 井 梅 男 宇和島市下波３７３８番地

〃 三 好 芳 国 宇和島市遊子３６４６番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 本 功 今治市石井町４丁目２番６３号

愛 媛 県 報平成１５年７月１５日 第１４７４号
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任 免 辞 令

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１５年７月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

北宇和郡吉田町大字鶴間字池ノ尻１４１９番２及び１４１９番３

２ 申請人の住所氏名

宇和島市伊吹町甲１５２５番地１

マルタカ産業有限会社

代表取締役 曽根 高一

３ 図面省略

�任免辞令
６月３０日

愛媛県技術吏員 福 山 真由子

願により本職を免ずる

�愛媛県告示第１４９７号
次のとおり落札者を決定した。

平成１５年７月１５日

愛媛県総合科学博物館長

菊 池 健

�愛媛県告示第１４９８号
次のとおり落札者及び随意契約の相手方を決定した。

平成１５年７月１５日

愛媛県歴史文化博物館長

大 石 慎 三 郎

落札に係る特定役務の名称及び数
量

契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

愛媛県総合科学博物館清掃業務
一式

愛媛県総合科学博
物館
愛媛県新居浜市大
生院２１３３番地の２

平成１５年５月３０日
株式会社フロンティ
アサービス四国
愛媛県新居浜市新田
町一丁目６番３１号

８，９２５，０００円 一般競争入札 平成１５年４月１８日

落札又は随意契約に
係る特定役務の名称
及び数量

契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者又は随意契
約の相手方を決定
した日

落札者又は随意契約
の相手方の氏名及び
住所

落札金額又は
随意契約に係
る契約金額

契約の相手方
を決定した手
続

入 札 公 告 日 随意契約にした理由

愛媛県歴史文化博物
館清掃業務 一式

愛媛県歴史文化博
物館
愛媛県東宇和郡宇
和町卯之町四丁目
１１番地２

平成１５年５月３０日
有限会社トキワ
愛媛県八幡浜市１５２６
番地の８

９，３４５，０００円 一般競争入札 平成１５年４月１５日

愛媛県歴史文化博物
館全館くん蒸業務
一式

愛媛県歴史文化博
物館
愛媛県東宇和郡宇
和町卯之町四丁目
１１番地２

平成１５年６月３日
株式会社クマヒラ松
山営業所
愛媛県松山市本町五
丁目５番１

３６，７５０，０００円 随意契約 平成１５年４月１８日
地方自治法施行令（昭和
２２年政令第１６号）第１６７
条の２第１項第６号の規
定による。
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